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令和４年２月１８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和２年(ワ)第２２０７１号 特許権に基づく損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和３年１２月２４日 

判       決 

 5 

原 告      甲 

被 告 株 式 会 社 ユ ー グ レ ナ 

同訴訟代理人弁護士 志 甫 治 宣 

同 市 川 浩 行 

同訴訟代理人弁理士 秋 山  敦 10 

同 福  士  智 恵 子 

同 角 渕 由 英 

主       文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

被告は，原告に対し，３００万円及びこれに対する令和２年９月２６日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 20 

１ 事案の要旨 

本件は，発明の名称を「角栓除去用液状クレンジング剤」とする特許第６２

７１７９０号の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件

特許権」という。）の特許権者である原告が，被告に対し，別紙被告製品目録

記載の製品（以下「被告製品」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求25 

項１記載の発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属し，被告によ
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る被告製品の製造，販売及び販売の申出が本件発明の実施に当たるとして，民

法７０９条に基づき，本件特許権の侵害による損害金３００万円及びこれに対

する平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅

延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（以下，書証番号は特5 

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

(1) 当事者 

原告は，本件発明の発明者であり（甲１），被告は，微細藻類の研究開発，

生産を行い，これを利用した化粧品，食品等の製造販売等を業とする株式会

社である。 10 

(2) 本件特許 

ア 原告は，平成２６年１１月２５日（優先日平成２５年１２月３日，優先

権主張国日本国）を出願日とする特許出願（特願２０１４－２３７３０８

号）の一部を分割して平成２７年５月２４日に出願した特許出願（特願２

０１５－１０５０２８号）の一部を更に分割して，平成２９年４月２日に15 

本件特許に係る特許出願（特願２０１７－７３３３８号）をし，平成３０

年１月１２日，本件特許権の設定登録（請求項の数１）を受けた（甲１な

いし３，乙３）。 

イ 本件特許について，原告は，平成３１年１月２６日付けで，本件特許の

明細書（以下「本件明細書」という。）の【００３８】に「本発明の第２20 

のタンパク質抽出剤は，界面活性剤を含まなくともよい。また，本発明の

第２のタンパク質抽出剤には，従来使用されてきた対象物質の分離等のた

めのエマルション等に含まれる界面活性剤よりも少ない量（例えば，タン

パク質抽出剤の体積全体に対して０．１％～１０％）の界面活性剤が含ま

れていてもよい。具体的には，タンパク質抽出剤（液状化粧品）全量に対25 

して１０体積％以下，好ましくは８体積％以下，より好ましくは５体積％
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以下，さらに好ましくは４体積％以下の界面活性剤が含まれていてもよい。

下限としては，特に制限はないが，例えば，０．１体積％以上を挙げるこ

とができる。第２のタンパク質抽出剤としては，疎水性の性質が強い界面

活性剤，親水性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても，界面

活性剤としての配合使用が許容される。」と記載されているのを，「本発明5 

の第２のタンパク質抽出剤は，界面活性剤を含まなくともよい。また，本

発明の第２のタンパク質抽出剤には，界面活性剤が含まれていてもよい。

第２のタンパク質抽出剤としては，疎水性の性質が強い界面活性剤，親水

性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても，界面活性剤として

の配合使用が許容される。」に訂正することを求める旨の訂正審判の請求10 

がされ，同年４月８日，特許庁は，本件明細書を原告の上記請求のとおり

訂正することを認める旨の審決をし（以下「本件訂正審決」という。），同

月１８日，本件訂正審決は確定した（甲３。以下「本件明細書」というと

きは，本件訂正審決による訂正後のものを指す。また，本件明細書の発明

の詳細な説明に記載された段落番号及び図面については，単に【０００15 

１】，【図１】などと記載する。）。 

(3) 本件発明 

ア 本件発明に係る特許請求の範囲 

本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件発明）の記載は，以下のと

おりである。 20 

【請求項１】 

オクチルドデカノールと， 

リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ばれる１種類

以上の炭化水素と， 

界面活性剤（但し，界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるも25 

のを除く。）と， 
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を含む角栓除去用液状クレンジング剤。 

イ 本件発明の構成要件の分説 

本件発明は，以下の構成要件に分説することができる（以下，各構成要

件につき，頭書の記号に従って「構成要件Ａ」などという。）。 

Ａ オクチルドデカノールと， 5 

Ｂ リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ばれる１

種類以上の炭化水素と， 

Ｃ 界面活性剤（但し，界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であ

るものを除く。）と， 

Ｄ を含む角栓除去用液状クレンジング剤。 10 

(4) 被告製品 

ア 被告は，令和元年５月から，業として，被告製品の製造，販売及び販売

の申出をしている。 

イ 被告製品は，角栓除去用液状クレンジング剤であり，油剤が全量の約●

（省略）●％，界面活性剤が全量の約●（省略）●％配合されている。具15 

体的には，被告製品には，油剤として，リンゴ酸ジイソステアリル，パル

ミチン酸エチルヘキシル，トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル，

トウモロコシ胚芽油，パルミチン酸イソプロピル，ジカプリリルエーテル

が配合されているほか，界面活性剤であるジオレイン酸ポリグリセリル－

１０，ジカプリン酸ポリグリセリル－６及びオレイン酸ポリグリセリル－20 

２が合計約●（省略）●体積％配合されている。さらに，被告製品には，

高級アルコールであるオクチルドデカノールが●（省略）●体積％，炭化

水素であるスクワラン（スクアランと同義である。）が●（省略）●体

積％含まれている。（乙１，弁論の全趣旨） 

ウ 被告製品は，構成要件Ｃを充足する。 25 

３ 争点 
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(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか（争点１） 

(2) 無効の抗弁の成否（争点２） 

ア 新規性欠如（争点２－１） 

イ 進歩性欠如（争点２－２） 

ウ サポート要件違反（争点２－３） 5 

(3) 権利濫用の抗弁の成否（争点３） 

(4) 損害の発生及びその額（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか）について 

（原告の主張） 10 

(1) 被告製品の構成 

被告製品は，以下の構成を有する（以下，各構成要素につき，頭書の記号

に従って「構成ａ」などという。）。 

ａ オクチルドデカノールと， 

ｂ スクアランと， 15 

ｃ 界面活性剤と， 

ｄ を含む角栓除去用液状クレンジング剤。 

(2) 被告製品の構成要件充足性 

構成ａないしｄを構成要件ＡないしＤと対比すると，構成ａは構成要件Ａ

を，構成ｂは構成要件Ｂを，構成ｄは構成要件Ｄを充足する。また，構成ｃ20 

が構成要件Ｃを充足することに争いはない。したがって，被告製品は，本件

発明の構成要件ＡないしＤを全て充足するから，本件発明の技術的範囲に属

する。 

(3) 被告の主張について 

ア 被告は，構成要件Ａ及びＢについて，所定量の「オクチルドデカノール」25 

及び「スクアラン」を含有する必要があるとの限定解釈をするべきであり，
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単にオクチルドデカノール及びスクアランを含む角栓除去用液状クレンジ

ング剤であるというのみでは本件発明の技術的範囲に属さないと主張する。 

しかし，特許請求の範囲の請求項１の文言に照らすと，本件発明は，

「オクチルドデカノール」及び「スクアラン」の含有量について何ら限

定を加えるものではなく，液状クレンジング剤に配合された成分全体に5 

よって角栓を除去する作用を奏すれば，構成要件Ａ及びＢを充足するも

のというべきである。 

また，【００６１】には，「第２タンパク質抽出剤を液状化粧品に使用し

た場合の各成分の含量としては，液状化粧品の製品形態とした場合に好

適な量を示すものであり，実際の使用態様において，これより薄い濃度10 

にて使用することを許容するものである。」，「水を含有する態様の第２の

タンパク質抽出剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は，水へ

の溶解度以上の量である。第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素

の体積に対し，１体積％以上から炭化水素の体積の２倍以下（２００体

積％以下）の範囲内の量である。」と記載されている。この点，炭化水素15 

であるスクアランは水に溶けないから，わずかでも液状化粧品に含まれ

れば，水への溶解度以上の量であることになる。そして，オクチルドデ

カノールの含有量は，そのスクアランの１体積％以上で足りる。したが

って，被告製品におけるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量

に関する被告の主張を前提としても，被告製品は，スクアランの含有量20 

が０より多い●（省略）●体積％であって，オクチルドデカノールの含

有量がスクアランの１体積％以上である●（省略）●体積％であるから，

本件発明の技術的範囲に属することとなる。 

そうすると，被告製品が本件発明の特許請求の範囲に記載された成分を

含有し，かつ，角栓を除去する効果を有する液状クレンジング剤である25 

以上，被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると認められるから，被
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告の上記主張には理由がない。 

イ 被告は，構成要件Ｄの（構成要件ＡないしＣ）「を含む角栓除去用液状

クレンジング剤。」とは，専らオクチルドデカノールが角栓除去効果に有

効的に寄与することが必要であると解釈すべきであるところ，被告製品に

よる角栓除去の作用は界面活性剤によるものであるから，被告製品は構成5 

要件Ｄを充足しないと主張する。 

しかし，化粧品に使用される界面活性剤によりタンパク質を除去又は洗

浄することが困難であることは，当業者においては技術常識に属するも

のである。すなわち，界面活性剤は油を水に乳化させるなど界面を活性

化させる作用を有するにすぎず，界面活性剤自体が角栓を除去する作用10 

を有するものではない。角栓の除去に寄与するのは油性成分であり，そ

の中にはオクチルドデカノール及びスクアランが含まれる。したがって，

角栓除去の作用は界面活性剤によるものであるとする被告の主張には，

技術的な誤りが含まれる。 

加えて，被告製品の広告（甲６）には，オクチルドデカノール及びスク15 

アランなどの油性成分が角栓の除去に寄与していることが記載されてい

る一方，界面活性剤が角栓を除去する旨は全く記載されていない。この

ことは，被告製品による角栓除去の作用はオクチルドデカノール及びス

クアランによるものであることを被告自身が認めていることにほかなら

ない。 20 

したがって，被告の上記主張には理由がない。 

（被告の主張） 

(1) 本件発明の構成要件の解釈 

ア 本件明細書の記載 

【００１１】には，「本発明に係る液状化粧品は，下記有効成分を所定25 

量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すものである。」と記
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載されているところ，【００３７】には，「本発明の第２のタンパク質抽

出剤は，上記第１の高級アルコールとは異なる第２の高級アルコールと，

炭化水素と，をタンパク質抽出作用の有効成分として含んでなるもので

ある。」と記載されている。 

また，【００６０】には，「炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を5 

下回ると，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければなら

なくなるため，好適ではない。」，「第２の高級アルコールの含有量が炭化

水素に対して１体積％を下回ると，化粧品として実用的な範囲を上回る

量を使用しなければならなくなるため，好適ではない。」と記載されてい

る。 10 

さらに，実施例２０の結果に関する【０１９９】には，「液状化粧品は，

全量に対して３体積％以上９９体積％以下の２５℃にて液体である炭化

水素と，炭化水素に対して１体積％以上２００体積％以下の炭素数２０

の第２の高級アルコールと，全量に対して０～１０体積％の界面活性剤

と，を含む構成とした場合であっても，タンパク質抽出が可能であるこ15 

とが示された。」と記載されている。 

イ 本件特許の審査過程 

本件特許の審査の過程において提出された「早期審査に関する事情説明

書」（乙４）には，「本願の実施形態は，界面活性剤を必要的に用いるこ

とはせず，オクチルドデカノールを必要的に用います。この構成の差に20 

より，本願によれば効率よく角栓を除去できる液状クレンジング剤を提

供することが可能になるという効果を奏します。」と記載されている。 

ウ 構成要件Ａ，Ｂ及びＤの解釈 

(ｱ) 前記ア及びイの記載に照らすと，①本件発明は，全量に対して３体

積％以上９９体積％以下の２５℃にて液体である炭化水素と，炭化水素25 

に対して１体積％以上２００体積％以下の炭素数２０の第２の高級アル
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コールを含むものである必要がある。したがって，構成要件Ａの「オク

チルドデカノール」については，その配合量が炭化水素に対して１体

積％以上２００体積％以下であることが必要であると解釈すべきであり，

構成要件Ｂの「リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から

選ばれる１種類以上の炭化水素」については，その配合量が全量に対し5 

て３体積％以上９９体積％以下であることが必要であると解釈すべきで

ある。そうすると，単にオクチルドデカノールやスクアランを含む角栓

除去用液状クレンジング剤というのみでは，本件発明の技術的範囲に属

さないというべきである。 

また，同記載に照らすと，②本件発明は，角栓除去のためにオクチル10 

ドデカノールを必要的に用いるものであるというべきである。したがっ

て，構成要件Ｄの「（注：構成要件ＡないしＣ）を含む角栓除去用液状

クレンジング剤。」については，専らオクチルドデカノールが角栓除去

効果に有効的に寄与することが必要であると解釈すべきであり，構成要

件ＡないしＣを含有する製品全体として角栓除去効果があるクレンジン15 

グ剤を意味するものではないというべきである。 

(ｲ) これに対し，原告は，【００６１】の「炭化水素の配合量は，水への

溶解度以上の量である」との記載及び炭化水素であるスクアランの溶解

度が０（ゼロ）であることを根拠として，スクアランの全体に対する量

は０より多ければよい旨を主張する。 20 

しかし，【００６１】は，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品とし

て使用する場合」に関する記載であるところ，その一つ前の段落である

【００６０】では，上記の場合について，水を含有する態様か否かを区

別することなく，「炭化水素の含量としては（中略）３体積％以上含ま

れていることが好適である」と記載されており，【００６１】には，【０25 

０６０】の上記記載を排斥する文言はない。また，【００６０】の記載
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によれば，一定量以上の炭化水素及び第２の高級アルコールを含有して

いないと，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければなら

ないこととなり，「液状化粧品を提供する」という本件発明の目的（【０

００６】）を果たせなくなる。したがって，【００６１】の「炭化水素の

配合量は，水への溶解度以上の量である」との記載は，炭化水素が３体5 

積％以上含まれていることを前提とするものと理解するのが合理的であ

って，スクアランの全体に対する量が０より多ければよいとの結論を導

くものではない。 

また，【００１１】及び【００３７】に存在する前記アの記載に照ら

すと，本件発明が提供しようとする「タンパク質を抽出できる液状化粧10 

品」（【０００６】）は，第２の高級アルコールであるオクチルドデカノ

ールと炭化水素であるスクアランを有効成分として「所定量」（【００１

１】）含むものといえるから，本件発明の上記目的を果たすためには，

炭化水素及び第２の高級アルコールが所定の量以上の量を含有している

必要があると解釈すべきである。 15 

以上によれば，原告の上記主張は理由がない。 

(2) 被告製品の構成要件充足性 

まず，前記(1)ウ(ｱ)①についてみると，被告製品におけるスクアランの配

合量は●（省略）●体積％であり，「全量に対して３体積％以上」という本

件発明における所定の配合量を下回る。また，オクチルドデカノールの配合20 

量は「炭化水素に対して１体積％以上」であるところ，上記のとおり炭化水

素の含有量は「全量に対して３体積％以上」である必要があるから，オクチ

ルドデカノールの全量に対する配合量は０．０３体積％以上である必要があ

る。しかし，被告製品におけるオクチルドデカノールの配合量は●（省略）

●体積％であり，本件発明における所定の配合量を下回るものであるから，25 

被告製品は構成要件Ａ及びＢを充足しない。 



11 

 

次に，前記(1)ウ(ｱ)②についてみると，被告製品におけるオクチルドデカ

ノール及びスクアランの配合量は上記のとおり微量であり，このような配合

量を前提に，オクチルドデカノール及びスクアランの作用によってタンパク

質を抽出しようとすると，化粧品として実用的な範囲を上回る量，具体的に

は約●（省略）●リットル（被告製品●（省略）●本分）もの被告製品を使5 

用せざるを得ないこととなる。被告製品にオクチルドデカノールが少量なが

ら配合されているのは，専らマーケティングの側面から被告製品に配合され

ている●（省略）●を十分かつ安定的に溶解させる目的を達するためであっ

て，角栓を除去する目的を達するために配合されているものではない。被告

製品による角栓除去の作用は，前記前提事実(4)イのとおり被告製品に配合10 

された界面活性剤によるものである。したがって，被告製品においてオクチ

ルドデカノールが角栓除去効果に有効的に寄与しているとは認められないか

ら，被告製品は，構成要件Ｄを充足しない。 

(3) 小括 

以上のとおり，被告製品は，構成要件Ａ，Ｂ及びＤを充足しないから，被15 

告製品は本件発明の技術的範囲に属さない。 

２ 争点２（無効の抗弁の成否）について 

(1) 争点２－１（新規性欠如）について 

（被告の主張） 

ア 株式会社バイオリンクの製品紹介に関するウェブページ（乙５）を引用20 

例とするもの 

(ｱ) 平成２５年８月１１日に公開されていた，株式会社バイオリンクの

製品紹介に関するウェブページ（乙５。以下「乙５ウェブページ」とい

う。）には，「セルソアン クレンジングオイル オリーブオイルベース

の洗い流し専用クレンジングオイル」と記載された製品が掲載されてお25 

り，同製品の内容成分として，ポリソルベート８５，オクチルドデカノ
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ール及びスクワランが挙げられている。そして，同製品のセールスポイ

ントとして，「毛穴の中までスルッと入り込み，落ちにくいメイクも毛

穴の汚れもすっきりきれいに落とします。角栓やメラニンを含む古い角

質や酸化した汚れもすっきり。」と記載されている。 

以上によれば，乙５ウェブページには，以下の発明が記載されている5 

と認められる。 

乙５ａ オクチルドデカノールと， 

乙５ｂ スクワランと， 

乙５ｃ ポリソルベート８５と， 

乙５ｄ を含む角栓を除去可能なオイルベースのクレンジングオイル。 10 

(ｲ) ポリソルベート８５は界面活性剤（乳化剤）に相当するものであり，

オイルベースのクレンジングオイルは，液状クレンジング剤に相当する。

したがって，本件発明と乙５ウェブページに記載された発明とは，以下

の点で一致する。 

「オクチルドデカノールと，スクアラン（スクワラン）と，界面活性15 

剤と，を含む液状クレンジング剤。」 

なお，乙５ウェブページには，構成要件Ｃのうち，界面活性剤の含有

量を「全量に対して０～１０体積％であるものを除く。」とする部分に

ついての明確な記載がない。しかし，界面活性剤の含有量を１０体積％

より多くすることは，本件特許の優先日時点において公知又は周知の技20 

術となっていたから，実質的には，上記部分も乙５ウェブページに記載

されていたといえ，本件発明との相違点とは認められない。 

また，構成要件Ｄに「角栓を除去可能な」と記載されている部分につ

いて，オクチルドデカノール，スクアラン（スクワラン）及び界面活性

剤を含む液状クレンジング剤が角栓除去作用を発揮することは自明の事25 

項である。 
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以上によれば，本件発明は乙５ウェブページに記載された発明である

と認められる。 

イ エムディ化粧品販売株式会社の製品の配合成分表に関するウェブページ

（乙６）を引用例とするもの 

(ｱ) 平成２５年６月５日に公開されていた，エムディ化粧品販売株式会5 

社の製品の配合成分表に関するウェブページ（乙６。以下「乙６ウェブ

ページ」という。）には，「レセプトⅡ クレンジングミルク」の成分名

として，オクチルドデカノール，ポリソルベート４０及びスクワランが

記載されている。 

以上によれば，乙６ウェブページには，以下の発明が記載されている10 

と認められる。 

乙６ａ オクチルドデカノールと， 

乙６ｂ スクワランと， 

乙６ｃ ポリソルベート４０と， 

乙６ｄ を含むクレンジングミルク。 15 

(ｲ) ポリソルベート４０は界面活性剤（乳化剤）に相当するものであり，

クレンジングミルクは，液状クレンジング剤に相当する。したがって，

本件発明と乙６ウェブページに記載された発明とは，以下の点で一致す

る。 

「オクチルドデカノールと，スクアラン（スクワラン）と，界面活性20 

剤と，を含む液状クレンジング剤。」 

なお，乙６ウェブページには界面活性剤の含有量に関する明確な記載

がないが，この点が本件発明との相違点とは認められないこと，オクチ

ルドデカノール，スクアラン（スクワラン）及び界面活性剤を含む液状

クレンジング剤が角栓除去作用を発揮することは，前記ア(ｲ)のとおり25 

である。 
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以上によれば，本件発明は乙６ウェブページに記載された発明である

と認められる。 

ウ Ａｍａｚｏｎの「デイライト シェイクシェイク クレンジング」とい

う製品の販売ウェブページ（乙７）を引用例とするもの 

(ｱ) 平成２０年９月１４日に公開されていた，Ａｍａｚｏｎの「デイラ5 

イト シェイクシェイク クレンジング」という製品の販売ウェブペー

ジ（乙７。以下「乙７ウェブページ」という。）には，商品説明として

「「デイライト シェイクシェイク クレンジング」は…クレンジング

オイルです。」と記載され，全成分表示に，ポリソルベート８０，スク

ワラン及びオクチルドデカノールが記載されている。 10 

以上によれば，乙７ウェブページには，以下の発明が記載されている

と認められる。 

乙７ａ オクチルドデカノールと， 

乙７ｂ スクワランと， 

乙７ｃ ポリソルベート８０と， 15 

乙７ｄ を含むクレンジングオイル。 

(ｲ) ポリソルベート８０は界面活性剤（乳化剤）に相当するものであり，

クレンジングオイルは，液状クレンジング剤に相当する。したがって，

本件発明と乙７ウェブページに記載された発明とは，以下の点で一致す

る。 20 

「オクチルドデカノールと，スクアラン（スクワラン）と，界面活性

剤と，を含む液状クレンジング剤。」 

なお，乙７ウェブページには界面活性剤の含有量に関する明確な記載

がないが，この点が本件発明との相違点とは認められないこと，オクチ

ルドデカノール，スクアラン（スクワラン）及び界面活性剤を含む液状25 

クレンジング剤が角栓除去作用を発揮することは，前記ア(ｲ)のとおり
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である。 

以上によれば，本件発明は乙７ウェブページに記載された発明である

と認められる。 

エ 新規性欠如に関する小括 

以上によれば，本件発明は乙５ウェブページないし乙７ウェブページに5 

おいて実質的に開示されていたから，新規性が認められず，特許法２９

条１項３号により特許が受けられないものであって，特許法１２３条１

項２号に該当し，無効とすべきものである。よって，原告の本件特許権

の行使は特許法１０４条の３第１項により認められない。 

（原告の主張） 10 

ア 乙５ウェブページには，内容成分として，ポリソルベート８５，オクチ

ルドデカノール及びスクワラン以外の物質が記載されている。これに対し，

本件発明は，内容成分として，オクチルドデカノールと，スクアラン等の

所定の炭化水素と，界面活性剤３種類が特定されている。したがって，内

容成分が上記の３種類に特定されているか否かという点において，本件発15 

明は乙５ウェブページに記載された発明と相違する。 

また，乙５ウェブページには界面活性剤の含有量に関する記載が存在し

ないのに対し，本件発明は，界面活性剤の含有量が「０～１０体積％の

ものを除く。」として特定されている。したがって，界面活性剤の含有量

が特定されているか否かという点においても，本件発明と乙５ウェブペ20 

ージに記載された発明とは相違する。 

以上によれば，乙５を引用例とする被告の新規性欠如の主張は理由がな

い。 

イ 被告は，本件発明と乙５ウェブページないし乙７ウェブページに記載さ

れた発明との間に実質的相違点はないと主張するが，このような「実質的」25 

との表現は，相違点の存在を認めていることを意味する。したがって，こ
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れらを引用例とする被告の新規性欠如の主張は理由がない。  

(2) 争点２－２（進歩性欠如）について 

（被告の主張） 

前記(1)（被告の主張）のとおり，乙５ウェブページには乙５ａないし乙

５ｄが，乙６ウェブページには乙６ａないし乙６ｄが，乙７ウェブページに5 

は乙７ａないし乙７ｄが，それぞれ開示されている。 

この点，乙５ウェブページないし乙７ウェブページには，構成要件Ｃに記

載された「界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く」と

の構成が明確に記載されていない。しかし，優れた角栓除去作用や使用感を

発揮させるために，界面活性剤の含有量を１０質量％（なお，質量％と体10 

積％はほぼ同義とみることができる。）より多くするとの技術思想について

は，特開２００６－２２５２６６号公報（乙９の１。以下「乙９の１公報」

という。），特開２００９－１４３８７８号公報（乙９の２。以下「乙９の２

公報」という。）及び特開２００２－２４１２６０号公報（乙９の３。以下

「乙９の３公報」という。）に記載されており，本件特許の優先日時点にお15 

いて既に公知又は周知の技術となっていた。そして，当業者であれば，液状

クレンジング剤における角栓の除去効果や使用感を良好なものとするために，

オクチルドデカノールと，スクアランと，界面活性剤を含む液状クレンジン

グ剤において，上記の公知又は周知の技術を参酌して，界面活性剤の含有量

を１０体積％より多くすることには明白な動機付けがあった。 20 

したがって，当業者は，乙５ウェブページないし乙７ウェブページのいず

れかを主引用例とし，これに副引用例として乙９の１公報ないし乙９の３公

報を組み合わせることにより，本件発明に容易に想到することができた。 

そうすると，本件発明には進歩性が認められず，特許法２９条２項により

特許が受けられないもので，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべ25 

きものである。よって，原告の本件特許権の行使は，特許法１０４条の３第
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１項により，認められない。 

（原告の主張） 

前記(1)（原告の主張）アのとおり，本件発明は，内容成分として，オク

チルドデカノールと，スクアラン等の所定の炭化水素と，界面活性剤の３種

類が特定されている点において，乙５ウェブページに記載された発明と相違5 

する。 

この点，当業者において，角栓除去効果をもたらす物質の組合せを特定す

るためには，相当多数の試行錯誤を経なければならず，当業者が乙５ウェブ

ページの記載に接したとしても，本件発明によって特定された上記３種類の

組合せに想到することは容易ではない。 10 

さらに，乙９の１公報ないし乙９の３公報には，「界面活性剤が全量に対

して０～１０体積％であるものを除く」ことについての示唆も動機付けもな

い。かえって，これらの公報の記載には界面活性剤を０ないし１０体積％含

有するものも含まれているから，被告が主張する主引用例に副引用例として

乙９の１公報ないし乙９の３公報を組み合わせることには阻害要因がある。 15 

以上によれば，当業者が乙９の１公報ないし乙９の３公報の記載に接した

としても，本件発明に想到することは容易ではないから，本件発明について

進歩性欠如は認められない。 

(3) 争点２－３（サポート要件違反）について 

（被告の主張） 20 

【０００５】ないし【０００７】の記載にかんがみると，本件発明は，皮

膚に負担をかけ，荒れ等を生じさせ得る界面活性剤を使用していないか，又

は界面活性剤の使用量がごく少量である方法により，タンパク質を抽出でき

る液状化粧品を提供することを課題としているといえる（なお，【０００６】

の「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供すること」との記載は，【０25 

００５】の「界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の使用量が
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極少量である方法が求められていた。」という従来技術に対する課題を前提

とするものであると解される。）。 

しかるに，本件発明は，１０体積％より多い，多量の界面活性剤を含有す

る液状クレンジング剤を含むものであるから，当業者は，本件発明の特許出

願時の技術常識に照らし，本件発明における界面活性剤の使用量がごく少量5 

であると認識することはできず，上記課題を解決できると認識することはで

きない。加えて，１０体積％より多い，多量の界面活性剤を含有する液状ク

レンジング剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生じさせ得ることから，本件

発明には，上記課題を解決することができないものを含んでいる。 

また，【００６０】及び実施例２０に関する【０１９５】ないし【０１９10 

９】に記載されているのは，前記１（被告の主張）(2)のとおり，オクチル

ドデカノールを少なくとも０．０３体積％以上，スクアランを少なくとも３

体積％以上含有する場合のみであり，これらの量を下回るオクチルドデカノ

ール及びスクアランが含有された場合にも同様にタンパク質を抽出できるこ

とは，実施例を含め，本件明細書には何ら示されていない。この点について，15 

本件特許の出願時における技術常識に照らしても，当業者が，液状クレンジ

ング剤がオクチルドデカノール及びスクアランを含むだけで，上記の所定量

を含有していない場合にもタンパク質を抽出できる旨を合理的に推測するこ

とは困難である。したがって，本件特許は，発明の詳細な説明によって裏付

けられた範囲を超える発明を含んでいる。 20 

以上によれば，本件発明に係る本件特許の請求項１の記載は，本件明細書

の発明の詳細な説明の記載と適合しないものであり，本件特許は，特許法３

６条６項１号所定の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであ

るといえるから，特許法１２３条１項４号に該当し，無効とすべきものであ

る。よって，原告の本件特許権の行使は，特許法１０４条の３第１項により，25 

認められない。 



19 

 

（原告の主張） 

【０００２】ないし【０００５】には，本件発明が，界面活性剤を使用し

ていないか，又は使用量がごく少量である分離方法が求められていたという

認識に端を発するというものである旨の記載がある。そして，【０００６】

には，本件発明が，こうした認識に端を発したものであって，「タンパク質5 

を抽出できる液状化粧品を提供することを目的とする」ものであることが記

載されているにすぎない。したがって，本件明細書のこれらの記載からは，

本件発明が，界面活性剤を使用していないか又は界面活性剤の使用量がごく

少量であることを課題とするものであることは読み取れない。しかも，【０

００６】には「上記課題を解決するためになされたものであり，」との記載10 

があったところ，出願の段階においてこれを削除しているから，そのような

出願経過からしても，本件発明の課題について被告の主張のとおりに理解す

ることはできない。 

また，前記１（原告の主張）(3)アのとおり，【００６１】には，液状化粧

品に含まれるオクチルドデカノール及びスクワランの含有量が少なくてもよ15 

いことが記載されている。さらに，本件発明における角栓除去効果について

は，本件明細書に，実施例１３として記載されており，これによれば，第２

のタンパク質抽出剤Ａにはスクワランとオクチルドデカノールが含まれてい

るところ，第２のタンパク質抽出剤Ａは角栓のある皮膚に対する洗浄効果す

なわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らかにされている。20 

このように，前記（被告の主張）にいう「所定量」を含有していない場合に

もタンパク質を抽出できる旨が，本件明細書の発明の詳細な説明によって裏

付けられている。 

したがって，本件特許の特許請求の範囲の記載は，本件明細書によってサ

ポートされているから，被告の主張は理由がない。 25 

３ 争点３（権利濫用の抗弁の成否）について 
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（被告の主張） 

本件特許と，登録番号を特許第６１２０４２３号とする特許（以下「別件特

許」という。）は，前記第２の２(2)のとおり，同一の原出願（特願２０１５－

１０５０２８号）からの分割出願である。別件特許の出願手続において，原告

は，その解決すべき課題を「界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性5 

剤の使用量が極少量である方法が求められていた」とし，オクチルドデカノー

ルと炭化水素であるスクアランを組み合わせて用いることで，界面活性剤を使

用していないか，又は界面活性剤の使用量をごく少量（全量に対して０ないし

１０体積％）とできることを特徴と主張し，別件特許に係る特許権を取得した。

その一方で，原告は，本件特許の出願手続において，界面活性剤を多量に含ん10 

でいても角栓の除去が阻害されることはなく，むしろ角栓を効率的に除去でき

ることは明白であるなどと，別件特許の出願手続での主張と相反する主張をし

て，本件特許権を取得した。 

原告の以上のような本件特許権の取得経過に照らせば，本件特許権を行使す

ることは，権利の濫用というべきである。 15 

（原告の主張） 

争う。 

４ 争点４（損害の発生及びその額）について 

（原告の主張） 

被告は，１年以上にわたって被告製品を製造等しているところ，原告が当該20 

製造等に対し受けるべき金銭の額すなわち本件特許の実施料は３００万円を下

らない。よって，原告は，被告に対し，民法７０９条に基づき，特許法１０２

条３項により算定された損害金３００万円及びこれに対する不法行為後の日で

ある令和２年９月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員

の支払を求める。 25 

（被告の主張） 
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被告が１年以上にわたって被告製品を製造等している事実は認め，その余

の事実は不知，法的主張は争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件明細書の記載事項等 

(1) 本件明細書の記載事項 5 

本件明細書の「発明の詳細な説明」には，以下の記載がある（甲１，３）。 

ア 【技術分野】 

【０００１】 

本発明は，液状化粧品に関する。詳しくは，皮膚に付着したタンパク質

洗浄用の液状化粧品に関する。 10 

イ 【背景技術】 

【０００２】 

皮膚の汚れにはタンパク質等が含まれている。この汚れを落とすには，

タンパク質を皮膚表面から抽出する作用を有する化粧品等が使用される。

このような化粧品として，例えば，溶液中から少なくともタンパク質を15 

抽出する作用を有する液状化粧品が挙げられる。 

溶液中の対象物質（例えば，タンパク質等）を分離又は抽出等するため

の方法としてはエマルションを利用した方法が挙げられる。 

【０００３】 

対象物質の分離等のためのエマルションを利用した方法としては，例え20 

ば，油層中の逆ミセル内部の水層に対象物質を分離等する方法，乳化型

液膜抽出による方法，多層乳化したエマルションを転層させて対象物質

を分離等する方法等が挙げられる。 

ウ 【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】 25 

しかし，溶液中の対象物質を分離等するために使用されて来た従来の方



22 

 

法は，いずれも，界面活性剤の使用を前提としていた。他方，界面活性

剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生じさせ得るため，界面活性剤を使

用していないか，又は，界面活性剤の使用量が極少量である方法が求め

られていた。 

【０００６】 5 

本発明は，タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と

する。 

エ 【課題を解決するための手段】 

【０００７】 

本発明者は，所定の高級アルコールと，脂肪酸又は炭化水素とを少なく10 

とも含むタンパク質抽出剤によれば上記課題を解決できる点を見出し，

本発明を完成するに至った。具体的に，本発明は下記のものを提供する。 

【０００８】 

［１］ 

オクチルドデカノールと， 15 

リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ばれる１種

類以上の炭化水素と， 

を含む角栓除去用液状クレンジング剤。 

［２］ 

界面活性剤をさらに含む請求項１に記載のクレンジング剤。 20 

オ 【発明の効果】 

【０００９】 

本発明によれば，タンパク質を抽出できる液状化粧品が提供される。 

カ 【発明を実施するための形態】 

【００１１】 25 

以下，本発明の実施形態について説明する。なお，本発明は以下の実施
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形態に限定されない。 

また，本発明において「タンパク質を抽出できる液状化粧品」とは，タ

ンパク質を抽出する作用を有する液状化粧品を指す。本発明に係る液状

化粧品は，下記有効成分を所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の

一態様を指すものである。本明細書においては，本発明に係る液状化粧5 

品を，「タンパク質抽出剤」という場合がある。 

本発明において「タンパク質抽出剤」とは，本発明に係る有効成分を含

有してなる組成物を指すものである。 

また，本発明において，「タンパク質を抽出する」とは，抽出対象物

（つまり，タンパク質）を，皮膚等から分離することを指す。具体的に，10 

「タンパク質の抽出」には，皮膚等からのタンパク質の洗浄（抽出対象

物であるタンパク質を皮膚等から抽出して，タンパク質抽出剤と共に水

等で洗い流すこと），及び／又は，皮膚等からのタンパク質の除去という

意味が含まれる。 

また，本発明において「液状化粧品」とは，室温（１９℃～２５℃）に15 

おいて液状である化粧品を指す。 

【００１３】 

本発明において「界面活性剤」とは，溶媒中でミセル構造をとり得る

両親媒性分子を指す。 

【００３７】 20 

本発明の第２のタンパク質抽出剤は，上記第１の高級アルコールとは

異なる第２の高級アルコールと，炭化水素と，をタンパク質抽出作用の

有効成分として含んでなるものである。 

【００３８】 

本発明の第２のタンパク質抽出剤は，界面活性剤を含まなくともよい。25 

また，本発明の第２のタンパク質抽出剤には，界面活性剤が含まれてい
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てもよい。 

第２のタンパク質抽出剤としては，疎水性の性質が強い界面活性剤，

親水性の性質が強い界面活性剤のいずれのものであっても，界面活性剤

としての配合使用が許容される。 

【００３９】 5 

第２のタンパク質抽出剤は，抽出対象液に直接添加して単独で用いる

ことが可能であるが，好ましくは，第１の抽出工程後に得られたタンパ

ク質含有層（以下，「第１のタンパク質含有層」ともいい，この層には，

タンパク質，水性溶媒，炭素数１５以上の高級アルコール，及び脂肪酸

が含まれ得る）に添加して用いることが好適である。この場合，第１の10 

タンパク質含有層に含まれ得る夾雑物（細胞膜等）を分離できるので，

タンパク質をより効率的に抽出できる。 

なお，第２のタンパク質抽出剤は，第１の抽出工程を行っていない抽

出対象液に直接接触させて，抽出工程を行うことも可能である。以下，

本明細書では，「第１のタンパク質含有層」を「抽出対象液」と読み替え15 

て，第２のタンパク質抽出剤を使用することも可能である。 

【００４４】 

（第２の高級アルコール） 

第２の高級アルコールは，後述する炭化水素と組み合わせることで，

下記の作用によって，第１のタンパク質含有層からタンパク質を抽出で20 

きると考えられる。すなわち，第１のタンパク質含有層には，タンパク

質，水性媒体，第１の高級アルコール及び脂肪酸等が分散していると考

えられるところ，炭化水素が加えられると，第１のタンパク質含有層中

の分散状態が崩れ，水性媒体を含む層，並びに，第１の高級アルコール，

脂肪酸，及び炭化水素を含む層に分離する。他方，第２の高級アルコー25 

ル中の疎水基（オレイル基等）が第１のタンパク質含有層中のタンパク
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質と結合する。次いで，炭化水素の液滴が，第２の高級アルコールと結

合したタンパク質と反発しあう。その結果，タンパク質以外の夾雑物の

含有量がより少ない第２のタンパク質含有層が形成される。 

【００４５】 

第２の高級アルコールとしては，第１の高級アルコールよりも第１の5 

タンパク質含有層中のタンパク質と結合しやすいものを使用することが

好適であり，第１の高級アルコールとは異なるものを使用する。具体的

には，第２の高級アルコールは，炭素数１８以上の高級アルコールであ

る。 

【００４６】 10 

他方，第２の高級アルコールの炭素数が多すぎると，後述する炭化水

素が水性溶媒中で液滴を形成し難いため好ましくない。第２の高級アル

コールの炭素数は，好ましくは炭素数５０以下，さらに好ましくは炭素

数４０以下，特に好ましくは炭素数２０以下である。 

【００４７】 15 

第２の高級アルコールとしては，高級アルコールの炭素鎖にタンパク

質が結合しやすいという点で分岐構造中に水酸基を有する炭素数１８以

上の分岐状高級アルコールが好ましい。分岐構造中に水酸基を有する分

岐状高級アルコールとしては，高級アルコールの炭素鎖とタンパク質と

の結合を阻害しないという点で分岐構造中の炭素数が少ないものが好ま20 

しい。 

具体的には，水酸基から分岐部分までの炭素原子数が１以下である分

岐状高級アルコールが好ましい。水酸基から分岐部分までの炭素原子数

が１以下である分岐状高級アルコールとしては，オクチルドデカノール

（炭素数２０）等が挙げられる。 25 

【００４８】 
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例えば，水酸基から分岐部分までの炭素原子数が「１」である高級ア

ルコールとして，下記式２で表されるオクチルドデカノールを例示でき

る。 

【００４９】 

【化２】 5 

 

【００５０】 

第２の高級アルコールとしては，オクチルドデカノールが好ましい。

第２の高級アルコールは１種であってもよく，２種以上を組み合わせて

使用してもよい。 10 

【００５１】 

（炭化水素） 

炭化水素としては，炭素原子及び水素原子のみからなる化合物であれ

ば特に限定されないが，第１のタンパク質含有層の分散状態を崩し，水

性媒体を含む層，並びに，第１の高級アルコール及び脂肪酸を含む層に15 

分離しやすいという点で，炭素数が１０以上の炭化水素が好ましい。特

に，高融点の炭化水素を液化させるための熱によってタンパク質が変性

することを避けるという点で，２５℃で液体である炭化水素が好ましい。

２５℃で液体である炭化水素としては，具体的には，リモネン（炭素数

１０），スクアレン（炭素数３０），スクアラン（炭素数３０），流動パラ20 

フィン（炭素数２０以上）等が挙げられる。炭化水素は１種であっても

よく，２種以上を組み合わせて使用してもよい。 
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【００５２】 

第２のタンパク質抽出剤中の第２の高級アルコール及び炭化水素の組

み合わせとしては，第１のタンパク質含有層を少なくとも２層に分離し

やすいという点でオクチルドデカノール及びリモネンが特に好ましい。 

【００５３】 5 

第２のタンパク質抽出剤中の第２の高級アルコールと炭化水素との比

率は，タンパク質の量や性質に応じて適宜調整でき，例えば，質量比で

第２の高級アルコール／炭化水素＝２／１～１／１００，好ましくは２

／１～１／１０，より好ましくは２／１～２／３，特に好ましくは１／

１～２／３であることが好適である。 10 

【００５４】 

第２のタンパク質抽出剤には，本発明の目的を害さない限り，公知の

添加剤（界面活性剤，炭素数１８未満の高級アルコール等）を添加して

もよい。添加剤の添加量は得ようとする効果等に応じて適宜設定できる。

また，有効成分以外の他成分として，リノール酸のように炭素骨格中に15 

２以上の不飽和結合を有する脂肪酸を含むものであっても良い。 

【００６０】 

（液状化粧品としての第２のタンパク質抽出剤） 

第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合，「炭化水素」

の含量としては，タンパク質抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して20 

３体積％以上含まれていることが好適である。好ましくは「全量」に対

して５体積％以上，より好ましくは７．５体積％以上，さらに好ましく

は１０体積％以上，一層好ましくは１２．５体積％以上，より一層好ま

しくは１５体積％以上，さらに一層好ましくは１７．５体積％以上，特

一層好ましくは２０体積％以上含まれていることが好適である。炭化水25 

素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品）をより多く
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使用することにより，タンパク質の抽出は可能である。しかし，炭化水

素の含有量が全量に対して３体積％を下回ると，化粧品として実用的な

範囲を上回る量を使用しなければならなくなるため，好適ではない。 

第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合，「第２の高

級アルコール」の含量としては，「炭化水素」の体積に対して１体積％以5 

上含まれていることが好適である。好ましくは「炭化水素」の体積に対

して１０体積％以上，より好ましくは５０体積％以上含まれていること

が好適である。第２の高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク

質抽出剤（液状化粧品）をより多く使用することによりタンパク質の抽

出は可能である。しかし，第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に10 

対して１体積％を下回ると，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使

用しなければならなくなるため，好適ではない。第２の高級アルコール

含量の上限としては，「炭化水素」の体積に対して２００体積％以下，好

ましくは１００体積％以下が好適である。 

【００６１】 15 

第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合，水を含有

する態様及び水を含有しない態様という，２つの態様がある。以下に，

各態様について説明する。 

なお，ここで，第２タンパク質抽出剤を液状化粧品に使用した場合の

各成分の含量としては，液状化粧品の製品形態とした場合に好適な量を20 

示すものであり，実際の使用態様において，これより薄い濃度にて使用

することを許容するものである。 

・水を含有する態様 

水を含有する態様の第２のタンパク質抽出剤（液状化粧品）において，

炭化水素の配合量は，水への溶解度以上の量である。第２の高級アルコ25 

ールの配合量は，炭化水素の体積に対し，１体積％以上から炭化水素の
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体積の２倍以下（２００体積％以下）の範囲内の量である。第２のタン

パク質抽出剤に炭化水素及び第２の高級アルコール以外の成分を配合す

る場合には，上記の炭化水素及び第２の高級アルコールの配合量の条件

を満たし，かつ，該成分の配合量に相当する分だけ，炭化水素の体積を

減らすように調整する。 5 

・水を含有しない態様 

水を含有しない態様の第２のタンパク質抽出剤（液状化粧品）におい

て，炭化水素の配合量は，第２のタンパク質抽出剤全体に対して３体

積％以上９９体積％以下である。第２の高級アルコールの配合量は，炭

化水素の体積に対し，１体積％以上から炭化水素の体積の２倍以下（２10 

００体積％以下）の範囲内の量である。第２のタンパク質抽出剤に炭化

水素及び第２の高級アルコール以外の成分を配合する場合には，上記の

炭化水素及び第２の高級アルコールの配合量の条件を満たし，かつ，該

成分の配合量に相当する分だけ，炭化水素の体積を減らすように調整す

る。上記の処方により化粧品を調整すると，該化粧品の性状は常温で液15 

体となる。 

【００６４】 

本発明のタンパク質抽出剤は，タンパク質を簡便に抽出できるため，

皮膚に付着したタンパク質を抽出洗浄することが可能な液状化粧品（「タ

ンパク質洗浄用の液状化粧品」）として好適に使用できる。 20 

本発明に係るタンパク質抽出剤は，具体的には，トイレタリー製品等

の液状化粧品（クレンジング剤，シャンプー，ボディーソープ，ハンド

ソープ，マッサージオイル，先顔剤，等）として好適に使用できる。特

に好ましくは，クレンジング用の液状化粧品として好適に使用できる。 

【００６５】 25 

また，本発明のタンパク質抽出剤は，界面活性剤等を含まなくとも，
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優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって，本発明のタンパク質

抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望の洗浄効果が得られ

る。本発明のタンパク質抽出剤には，液状化粧品に配合される公知の添

加剤（界面活性剤，防腐剤，保湿剤，香料，エンモリメント成分等）が

含まれていてもよい。添加剤の種類や量は，本発明の目的を阻害しない5 

範囲で適宜選択できる。 

【００７１】 

本発明のタンパク質抽出剤をクレンジング剤として使用する場合，例

えば，下記の方法を実施することが好ましい。まず，皮膚等において，

タンパク質を抽出したい部位（汚れを洗浄したい部位）に本発明のタン10 

パク質抽出剤を塗布し，軽く揉む等してマッサージする。塗布前に，該

部位は水で濡らしてもよいが，濡らさなくともよい。マッサージ後，該

部位を水で濡らし，さらにマッサージした後，水で本発明のタンパク質

抽出剤を洗い流す。洗い流す際に，本発明のタンパク質抽出剤によって

皮膚等の表面のタンパク質が抽出され，かつ，皮膚等から除去される。15 

水による洗浄後，石けんや洗顔剤等によって皮膚等をさらに洗浄しても

よい。 

【００７２】 

第１のタンパク質抽出剤及び第２のタンパク質抽出剤を併用する場合，

第１のタンパク質抽出剤を塗布後に洗い流す前に，第２のタンパク質抽20 

出剤を第１のタンパク質抽出剤が塗布された部位に塗布してマッサージ

した後，洗い流すことが望ましい。 

キ 【実施例】 

【００７３】 

以下，実施例により本発明をさらに詳しく説明するが，本発明はこれら25 

に限定されるものではない。なお，下記の試験はいずれも室温（１９℃
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以上２５℃以下）で行った。また，下記表中において，「ｗｔ％」は質

量％を，「ｖоｌ％」は体積％をそれぞれ示す。 

【０１３８】 

［実施例１２］  第１のタンパク質抽出剤又は第２のタンパク質抽出剤に

よる抽出－１ 5 

本発明の第１のタンパク質抽出剤又は第２のタンパク質抽出剤を使用し

て，以下の通り，抽出対象液から抽出対象物（タンパク質）を抽出した。 

【０１３９】 

１．抽出対象液の構成 

卵白０．５ｍｌをリン酸バッファ５ｍｌ中に溶かし，抽出対象液を得た。 10 

【０１４０】 

２．第１のタンパク質抽出剤の調製 

（第１のタンパク質抽出剤Ａ） 

第１のタンパク質抽出剤（オレイン酸：オレイルアルコール＝２：１

（体積比））  ９ｍｌ 15 

リン酸バッファ  ０．５ｍｌ 

グルタミン酸  ０．１ｇ 

（第１のタンパク質抽出剤Ｂ） 

第１のタンパク質抽出剤（イソステアリン酸：イソステアリルアルコー

ル＝２：１（体積比））  ９ｍｌ 20 

リン酸バッファ  ０．５ｍｌ 

アスパラギン酸  ０．１ｇ 

上記を試験管内で混合及び撹拌して第１のタンパク質抽出剤Ａ又はＢを

調製した。 

【０１４１】 25 

３．第２のタンパク質抽出剤の調製 
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（第２のタンパク質抽出剤Ａ） 

第２のタンパク質抽出剤（スクワラン：オクチルドデカノール＝２：

１（体積比））  ９ｍｌ 

リン酸バッファ  ０．５ｍｌ 

グルタミン酸  ０．１ｇ 5 

（第２のタンパク質抽出剤Ｂ） 

第２のタンパク質抽出剤（流動パラフィン：オクチルドデカノール＝

２：１（体積比））  ９ｍｌ 

リン酸バッファ  ０．５ｍｌ 

アスパラギン酸  ０．１ｇ 10 

上記を試験管内で混合及び撹拌して第２のタンパク質抽出剤Ａ又はＢ

を調製した。 

【０１４９】 

［実施例１３］ 第１のタンパク質抽出剤又は第２のタンパク質抽出剤に

よる抽出－２ 15 

実施例１２において調製した第１のタンパク質抽出剤Ａ及びＢ，第２

のタンパク質抽出剤Ａ及びＢ，並びに市販の石けんを使用し，角栓のあ

る皮膚に対する洗浄効果を比較した。 

その結果，石けんと比較して，本発明のタンパク質抽出剤はいずれも

高い洗浄効果を示した。そのなかでも，第１のタンパク質抽出剤Ａによ20 

る洗浄効果が最も高く，次いで，第１のタンパク質抽出剤Ｂによる洗浄

効果が高かった。 

第１のタンパク質抽出剤と第２のタンパク質抽出剤とを併せて使用す

る場合，第１のタンパク質抽出剤Ａを用いてマッサージし，その後第２

のタンパク質抽出剤Ａを用いてマッサージする組み合わせが，他の組み25 

合わせより洗浄力が高かった。 
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したがって，本発明のタンパク質抽出剤は，クレンジング剤として好

ましく使用できる。上記のタンパク質抽出剤の洗浄効果は，グルタミン

酸やアスパラギン酸等の，タンパク質の凝集抑制剤の作用によって，タ

ンパク質が抽出剤中に分散しやすくなり，タンパク質凝集体の生成や，

該凝集体の洗浄部位への付着を抑制できたことによるものと推察された。 5 

【０１５０】 

［実施例１４］  第１の高級アルコール及び第２の高級アルコールの作用 

本発明に係るタンパク質抽出剤の抽出工程のメカニズムを探るため，第

１のタンパク質抽出剤における第１の高級アルコールの作用を確認した。

また，第２のタンパク質抽出剤における第２の高級アルコールの作用を10 

確認した。 

【０１５１】 

１．抽出対象液の構成 

豆乳（株式会社紀文食品製，豆乳中にはタンパク質（不溶性）が含まれ

る）  ０．５ｍｌ 15 

リン酸バッファ（ＳＩＧＭＡ社製，商品名「Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ  Ｐｈ

ｏｓｐｈａｔｅ  Ｂｕｆｆｅｒｅｄ  Ｓａｌｉｎｅ」）  ４．５ｍｌ 

上記を試験管内で混合及び撹拌した後，得られた溶液にクマシーブリリ

アントブルーＧ２５０を加え，タンパク質を青色に着色し，抽出対象液

を得た。 20 

【０１６５】 

［実施例１６］  液状化粧品 

第２のタンパク質抽出剤を「界面活性剤を含む液状化粧品」（実際の化

粧品に準じた態様）にした場合において，タンパク質抽出作用が発揮さ

れるかを確認した。 25 

１．抽出対象液の構成 
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実施例１４の抽出対象液と同様である。 

【０１６６】 

２．第１のタンパク質抽出剤の調製 

下記の４種類の抽出剤を調製した。なお，抽出剤の調製に用いた各化

合物としては，上記実施例に記載のものを用いた。 5 

（第１のタンパク質抽出剤－i ） 

オレイン酸  ２ｍｌ 

オレイルアルコール  １ｍｌ 

（第１のタンパク質抽出剤－ii） 

オレイン酸  ２ｍｌ 10 

イソステアリルアルコール  １ｍｌ 

第１のタンパク質抽出剤－iii） 

イソステアリン酸  ２ｍｌ 

オレイルアルコール  １ｍｌ 

（第１のタンパク質抽出剤－iv） 15 

イソステアリン酸  ２ｍｌ 

イソステアリルアルコール  １ｍｌ 

【０１６７】 

３．第１の抽出工程 

抽出対象液（３ｍｌ）に，第１のタンパク質抽出剤のいずれか１種20 

（各３ｍｌ）を添加した後，溶液を撹拌し，２０分間静置した。 

【０１６８】 

４．液状化粧品の調製 

表７～１０に記載の組成となるように，各化合物を試験管内で混合及

び撹拌して液状化粧品を調製した。なお，液状化粧品の調製に用いた高25 

級アルコール，脂肪酸，炭化水素，エタノール，及び界面活性剤として
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は，上記実施例に記載のものを用いた。 

【０１６９】 

５．抽出工程 

（表７） 

「第１のタンパク質抽出剤－i」（オレイン酸２ｍｌ，オレイルアルコ5 

ール１ｍｌ）を使用した第１の抽出工程で得られた溶液の上層の液体

（３ｍｌ）に，表７に記載の液状化粧品（試料１６－１～試料１６－４）

のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，溶液を撹拌し，１時間静置

した。 

【０１７０】 10 

【表７】 

  

【０１７１】 

（表８） 

また，「第１のタンパク質抽出剤－ii」（オレイン酸２ｍｌ，イソステ15 

アリルアルコール１ｍｌ）を使用した第１の抽出工程で得られた溶液の

上層の液体（３ｍｌ）に，表８に記載の液状化粧品（試料１６－５～試

料１６－８）のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，溶液を撹拌し，

１時間静置した。 

【０１７２】 20 
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【表８】 

 

【０１７３】 

（表９） 

また，「第１のタンパク質抽出剤－iii」（イソステアリン酸２ｍｌ，オ5 

レイルアルコール１ｍｌ）を使用した第１の抽出工程で得られた溶液の

上層の液体（３ｍｌ）に，表９に記載の液状化粧品（試料１６－９～試

料１６－１２）のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，溶液を撹拌

し，１時間静置した。 

【０１７４】 10 

【表９】 

 

【０１７５】 

（表１０） 
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また，「第１のタンパク質抽出剤－iv」（イソステアリン酸２ｍｌ，イ

ソステアリルアルコール１ｍｌ）を使用した第１の抽出工程で得られた

溶液の上層の液体（３ｍｌ）に，表１０に記載の液状化粧品（試料１６

－１３～試料１６－１６）のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，

溶液を撹拌し，１時間静置した。 5 

【０１７６】 

【表１０】 

 

【０１７７】 

４．結果 10 

上記のとおり，第２のタンパク質抽出剤を，実際の液状化粧品の組成

に準じた溶液（界面活性剤を含む溶液）とした場合においても，抽出対

象液からのタンパク質の抽出が可能であることが示された。 

具体的には，親水性の性質が強い界面活性剤（Ｔｗｅｅｎ８０）又は

疎水性の性質が強い界面活性剤（Ｓｐａｎ８０）のいずれの界面活性剤15 

を液状化粧品に配合した場合であっても，タンパク質抽出作用は問題な

く発揮されることが示された。特に，疎水性の性質が強い界面活性剤

（Ｓｐａｎ８０）は，タンパク質の抽出作用に影響を与えにくい界面活

性剤であることが示された。 

また，エタノール存在下であっても，第２のタンパク質抽出作用は問20 
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題なく発揮されることが示された。 

【０１７８】 

［実施例１７］  液状化粧品 

第１のタンパク質抽出剤を「２以上の不飽和結合を有する脂肪酸を含

む液状化粧品」（実際の化粧品に準じた一態様）にした場合において，タ5 

ンパク質抽出作用が発揮されるかを確認した。 

【０１７９】 

１．抽出対象液の構成 

実施例１４の抽出対象液と同様である。 

【０１８０】 10 

２．液状化粧品の調製 

表１１に記載の組成となるように，各化合物を試験管内で混合及び撹

拌して液状化粧品を調製した。なお，液状化粧品の調製に用いた高級ア

ルコール，脂肪酸，炭化水素，エタノール，及び界面活性剤としては，

上記実施例に記載のものを用いた。 15 

なお，不飽和結合を２つ有する脂肪酸としては，リノール酸（和光純

薬工業株式会社製）を用いた。 

【０１８１】 

３．抽出工程 

抽出対象液（３ｍｌ）に，表１１に記載の液状化粧品（試料１７－１20 

～試料１７－８）のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，溶液を撹

拌し，２０分間静置した。結果を表１１に示した。 

【０１８２】 

【表１１】 
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【０１８４】 

［実施例１８］  液状化粧品  

第２のタンパク質抽出剤を「２以上の不飽和結合を有する脂肪酸を含

む液状化粧品」（実際の化粧品に準じた一態様）にした場合において，タ5 

ンパク質抽出作用が発揮されるかを確認した。 

【０１８５】 

１．液状化粧品の調製 

表１２に記載の組成となるように，各化合物を試験管内で混合及び撹

拌して液状化粧品を調製した。なお，液状化粧品の調製に用いた高級ア10 

ルコール，脂肪酸，炭化水素，エタノール，及び界面活性剤としては，

上記実施例に記載のものを用いた。 

【０１８６】 

２．抽出工程 

実施例１７における試料１７－４（【０１８２】の【表１１】参照。第15 

１のタンパク質抽出工程後の溶液）を使用した第１の抽出工程で得られ

た溶液の上層の液体（３ｍｌ）に，表１２に記載の液状化粧品（試料１

８－１～試料１８－８）のいずれか１種（各３ｍｌ）を添加した後，溶

液を撹拌し，１時間静置した。 

【０１８７】 20 
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【表１２】 

 

【０１８８】 

３．結果 

上記のとおり，第２のタンパク質抽出剤を，２以上の不飽和結合を有5 

する脂肪酸を含む液状化粧品（リノール酸を含む溶液）とした場合にお

いても，抽出対象液からのタンパク質の抽出が可能であることが示され

た。 

また，界面活性剤の配合量としては，疎水性の性質が強い界面活性剤

（Ｓｐａｎ８０）と親水性の性質が強い界面活性剤（Ｔｗｅｅｎ８０）10 

を合わせて合計８体積％とした場合であっても，タンパク質抽出が可能

であることが示された（試料１８－５～試料１８－８）。 

【０１８９】 

［実施例１９］  液状化粧品 

第１のタンパク質抽出剤を「脂肪酸及び高級アルコールを様々な濃度15 

で含む液状化粧品」（実際の化粧品に準じた一態様）にした場合において，

タンパク質抽出作用が発揮されるかを確認した。 

【０１９０】 

１．抽出対象液の構成 

豆乳（株式会社紀文食品製，豆乳中にはタンパク質（不溶性）が含ま20 
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れる）  １ｍｌ 

リン酸バッファ（ＳＩＧＭＡ社製，商品名「Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ  Ｐｈ

ｏｓｐｈａｔｅ  Ｂｕｆｆｅｒｅｄ  Ｓａｌｉｎｅ」）  ９ｍｌ 

上記を試験管内で混合及び撹拌した後，得られた溶液にクマシーブリ

リアントブルーＧ２５０を加え，タンパク質を青色に着色し，抽出対象5 

液を得た。 

【０１９１】 

２．液状化粧品の調製 

表１３に記載の組成となるように，各化合物を試験管内で混合及び撹

拌して液状化粧品を調製した。なお，液状化粧品の調製に用いた高級ア10 

ルコール，脂肪酸，炭化水素，及び界面活性剤としては，上記実施例に

記載のものを用いた。 

【０１９２】 

３．抽出工程 

抽出対象液（１０ｍｌ）を，表１３に記載の液状化粧品（試料１９－15 

１～試料１９－８）のいずれか１種（各５ｍｌ）に添加した後，溶液を

撹拌し，２０分間静置した。結果を表１３に示した。 

【０１９３】 

【表１３】 

 20 
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【０１９４】 

４．結果 

上記のとおり，液状化粧品は，全量に対して３体積％以上９９体積％以

下の炭素骨格中に１つの不飽和結合を有する脂肪酸又は飽和脂肪酸であ

る炭素数１８の脂肪酸と，脂肪酸に対して１体積％以上２００体積％以5 

下の第１の高級アルコールと，全量に対して０～１０体積％の界面活性

剤と，を含む構成とした場合であっても，タンパク質抽出が可能である

ことが示された。 

【０１９５】 

［実施例２０］  液状化粧品 10 

第２のタンパク質抽出剤を「脂肪酸及び高級アルコールを様々な濃度

で含む液状化粧品」（実際の化粧品に準じた一態様）にした場合において，

タンパク質抽出作用が発揮されるかを確認した。 

【０１９６】 

１．液状化粧品の調製 15 

表１４に記載の組成となるように，各化合物を試験管内で混合及び撹

拌して液状化粧品を調製した。なお，液状化粧品の調製に用いた高級ア

ルコール，脂肪酸，炭化水素，リン酸バッファ，及び界面活性剤として

は，上記実施例に記載のものを用いた。 

【０１９７】 20 

２．抽出工程 

実施例１９における試料１９－４（第１のタンパク質抽出工程後の溶

液）を使用した第１の抽出工程で得られた溶液の上層の液体（５ｍｌ）

を，表１４に記載の液状化粧品（試料２０－１～試料２０－８）のいず

れか１種（各５ｍｌ）に添加した後，溶液を撹拌し，１時間静置した。 25 

【０１９８】 
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【表１４】 

 

【０１９９】 

３．結果 

上記のとおり，液状化粧品は，全量に対して３体積％以上９９体5 

積％以下の２５℃にて液体である炭化水素と，炭化水素に対して１体

積％以上２００体積％以下の炭素数２０の第２の高級アルコールと，

全量に対して０～１０体積％の界面活性剤と，を含む構成とした場合

であっても，タンパク質抽出が可能であることが示された。 

(2) 本件明細書による開示 10 

前記(1)の記載事項によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件

発明に関し，以下のとおりの開示があると認められる。 

ア タンパク質を含む皮膚の汚れを落とすために使用される化粧品として，

溶液中からタンパク質を抽出する作用を有する液状化粧品が挙げられる

ところ，溶液中のタンパク質等の対象物質を分離又は抽出等するために15 

使用されて来た従来の方法は，いずれも，界面活性剤の使用を前提とし

ており，界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生じさせ得ること

から，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の使用量が極

少量である方法が求められていた（【０００２】ないし【０００５】）。 

イ 「本発明者」は，所定の高級アルコールと炭化水素とを少なくとも含む20 
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タンパク質抽出剤によれば前記アの課題を解決できる点を見出し，「本発

明」を完成するに至ったものであり，「本発明」によれば，タンパク質を

抽出できる液状化粧品が提供される。（【０００６】，【０００７】，【０００

９】） 

「本発明」の第２のタンパク質抽出剤は，第２の高級アルコールと炭化5 

水素をタンパク質抽出作用の有効成分として含んでなるものであり，界面

活性剤等を含まなくとも優れたタンパク質抽出効果を奏するので，皮膚へ

の負担を低減しつつ，所望の洗浄効果が得られる（【００３７】，【００３

８】，【００６５】）。 

２ 争点２－３（サポート要件違反）について 10 

事案にかんがみ，サポート要件に関する争点２－３から判断する。 

(1) 判断枠組み 

特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特

許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲

に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な15 

説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の

ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術

常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか

否かを検討して判断すべきであり，明細書のサポート要件の存在は特許権者

が証明責任を負うと解するのが相当である。 20 

(2) 本件発明の課題 

ア 【０００６】には，本件発明の目的が「タンパク質を抽出できる液状化

粧品を提供すること」と記載されているにとどまり，界面活性剤の含有の

有無や含有量，界面活性剤がタンパク質の抽出に与える作用に関する記載

はない。 25 

しかし，本件明細書において，【０００６】は，【０００５】とともに
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「発明が解決しようとする課題」についての記載と位置付けられるとこ

ろ，【０００５】には，「界面活性剤は，皮膚に負担をかけ，荒れ等を生

じさせ得るため，界面活性剤を使用していないか，又は，界面活性剤の

使用量が極少量である方法が求められていた。」との記載が存在する。そ

うすると，【０００６】に記載された本件発明の目的は，【０００５】に5 

記載された従来技術の課題の解決を踏まえたものと解釈するのが合理的

である。 

加えて，【００１１】には，本件発明に係る液状化粧品は，「有効成分を

所定量にて含有してなるタンパク質抽出剤の一態様を指すもの」である

との記載がある。そして，本件発明に対応する「第２のタンパク質抽出10 

剤」の「有効成分」について，【００３７】では，「第２の高級アルコー

ル」及び「炭化水素」が挙げられている一方，界面活性剤は挙げられて

おらず，かえって，【００３８】には，「本発明の第２のタンパク質抽出

剤は，界面活性剤を含まなくともよい。」との記載がある。また，上記の

「所定量」について，【００６０】には，「第２のタンパク質抽出剤を液15 

状化粧品として使用する場合，「炭化水素」の含量としては，タンパク質

抽出剤（液状化粧品）の「全量」に対して３体積％以上含まれているこ

とが好適である。」，「炭化水素の濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤

（液状化粧品）をより多く使用することにより，タンパク質の抽出は可

能である。しかし，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る20 

と，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくな

るため，好適ではない。」，「第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として

使用する場合，「第２の高級アルコール」の含量としては，「炭化水素」

の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適である。」，「第２の

高級アルコールの濃度が低い場合には，タンパク質抽出剤（液状化粧品）25 

をより多く使用することによりタンパク質の抽出は可能である。しかし，
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第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると，

化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるた

め，好適ではない。」との記載がある。 

さらに，【００４４】には，「第２の高級アルコール」を「炭化水素」と

組み合わせることによってタンパク質を抽出できる機序が記載されてい5 

るほか，【００６５】には，本件発明の「タンパク質抽出剤は，界面活性

剤等を含まなくとも，優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがって，

本発明のタンパク質抽出剤によれば，皮膚への負担を低減しつつ，所望

の洗浄効果が得られる。」との記載が存在する一方，界面活性剤がタンパ

ク質を抽出する作用ないし機序についての記載はない。 10 

以上によれば，本件発明の課題は，単にタンパク質を抽出できる液状化

粧品を提供することと解することはできず，界面活性剤を使用していな

いか又は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出で

きる液状化粧品を提供することであると認めるのが相当である。 

イ 原告は，本件発明の課題は，【０００６】記載のとおり，タンパク質を15 

抽出できる液状化粧品を提供することであると解釈すべき旨を主張するが，

前記アで説示したところに照らし，採用することができず，このことは，

本件特許の出願経過において，原告が【０００６】にあった「上記課題を

解決するためになされたものであり，」との記載を削除する補正をした事

実によっても左右されるものではない。 20 

(3) 特許請求の範囲の記載 

前記第２の２(3)のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣの特許請求の

範囲の記載は「オクチルドデカノールと，リモネン，スクアレン，及びスク

アランからなる群から選ばれる１種類以上の炭化水素と，界面活性剤（但し，

界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く。）と，」という25 

ものであり，界面活性剤については，角栓除去用液状クレンジング剤の全量
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に対して０ないし１０体積％であるものを除くとの記載があるものの，オク

チルドデカノール及び炭化水素については，含有量に関する記載がない。 

(4) 発明の詳細な説明の記載 

ア 【００３７】には，本件発明の第２のタンパク質抽出剤は，第２の高級

アルコールと，炭化水素をタンパク質抽出作用の有効成分として含んでな5 

るものである旨が記載されている。また，【００４５】ないし【００５０】

には，第２の高級アルコールとしてはオクチルドデカノールが好ましい旨

が記載されている。さらに，【００５１】には，炭化水素としてリモネン，

スクアレン，スクアラン等が例示されるとともに，炭化水素は１種であっ

てもよく，２種以上を組み合わせて使用してもよい旨の記載がある。 10 

以上によれば，本件発明は，第２の高級アルコールに当たる構成要件Ａ

のオクチルドデカノールと，構成要件Ｂの「リモネン，スクアレン，及

びスクアランからなる群から選ばれる１種類以上の炭化水素」が「有効

成分」としてなるタンパク質抽出剤であるといえる。そして，証拠（甲

１２，１３，乙２８）によれば，角栓とは，毛穴に詰まった皮脂とタン15 

パク質を含む汚れであり，角層などのタンパク質成分が重層化してなる

ものであって，角栓の全重量に占めるタンパク質の割合は７３．３２±１

４．４３％であり，その大半をタンパク質が占めていることが認められ

るから，本件発明において，角栓除去の効果を奏する成分は，オクチル

ドデカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群か20 

ら選ばれる１種類以上の炭化水素であると理解することができる。 

イ 【００６０】には，前記(2)アのとおり，第２のタンパク質抽出剤を液

状化粧品として使用する場合，炭化水素の含有量はタンパク質抽出剤の全

量に対して３体積％以上含まれていることが好適であり，炭化水素の濃度

が低い場合であってもタンパク質抽出剤をより多く使用することによりタ25 

ンパク質の抽出は可能であるものの，炭化水素の含有量が全量に対して３
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体積％を下回ると，化粧品として実用的な範囲を上回る量を使用しなけれ

ばならなくなるため，好適ではない旨，第２の高級アルコールの含有量は，

炭化水素の体積に対して１体積％以上含まれていることが好適であり，第

２の高級アルコールの濃度が低い場合であってもタンパク質抽出剤をより

多く使用することによりタンパク質の抽出は可能であるものの，第２の高5 

級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回ると，化粧品と

して実用的な範囲を上回る量を使用しなければならなくなるため，好適で

はない旨が記載されている。 

ウ 本件明細書に記載された実施例のうち，実施例１３（【０１４９】）は，

角栓のある皮膚に対する洗浄効果に関するものであり，第２のタンパク質10 

抽出剤Ａとして，約３０体積％のオクチルドデカノールと，約６０体積％

のスクアラン（スクワラン）を含むものが用いられている（【０１４１】）。

なお，実施例１３の結果として，実際に毛穴に詰まった角栓を除去できた

ことに関する記載や示唆はない。 

また，本件明細書に記載されたその余の実施例は，いずれも，角栓のあ15 

る皮膚に関するものではない。 

エ 本件明細書には，炭化水素の含有量が全量に対して３体積％を下回る場

合及び第２の高級アルコールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回

る場合において，角栓除去の効果を奏することができるか否かに関する記

載や示唆はない。 20 

(5) 検討 

前記(2)のとおり，本件発明の課題は，界面活性剤を使用していないか又

は界面活性剤の使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化

粧品を提供することにあると認められるところ，前記(2)のとおり，本件明

細書の特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関25 

する記載がないから，特許請求の範囲の記載上，上記課題を解決するために
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必要となるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量について何ら限定は

ないと理解できる。 

しかるに，前記(4)のとおり，本件明細書においては，タンパク質を抽出

する効果を奏する有効成分として，第２の高級アルコールであるオクチルド

デカノールと，リモネン，スクアレン，及びスクアランからなる群から選ば5 

れる１種類以上の炭化水素が特定されているところ，炭化水素の含有量がタ

ンパク質抽出剤の全量に対して３体積％を下回る場合及び第２の高級アルコ

ールの含有量が炭化水素に対して１体積％を下回る場合には，化粧品として

実用的なものではないことが記載されており，かつ，炭化水素及び第２の高

級アルコールの含有量が上記の数値を下回った場合に角栓を除去する効果を10 

奏することができるか否かについては何らの記載も示唆もない。 

また，本件明細書には，本件発明に係る角栓除去用液状クレンジング剤に

よって実際に角栓を除去することができた旨の記載は見当たらない。これに

加えて，角栓のある皮膚を対象とする実施例１３において用いられた，角栓

除去用液状クレンジング剤に相当する「第２のタンパク質抽出剤Ａ」に含ま15 

れるスクアラン及びオクチルドデカノールの含有量は，それぞれ，全量の３

体積％及び炭化水素（スクアラン）に対する１体積％を大きく上回るもので

ある。 

以上によれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件明細書の発明の

詳細な説明の記載により，当業者が，本件発明に係る角栓除去用液状クレン20 

ジング剤のうち炭化水素の配合量が全量の３体積％未満又はオクチルドデカ

ノールの配合量が炭化水素の１体積％未満の範囲であっても，角栓除去作用

があり，前記(2)の課題を解決できることについて，認識することはできな

いというべきであり，本件全証拠によっても，本件明細書の発明の詳細な説

明の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし上記の本件発25 

明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることはできな
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い。 

(6) 原告の主張について 

ア 原告は，【０００２】ないし【０００５】の記載は，本件発明をするに

至った契機を記載したものにすぎず，【０００６】は，こうした認識に端

を発して「タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することを目的と」5 

してなされたものであることが記載されているものにすぎない旨を主張す

る。 

しかし，前記(2)アで説示したところによれば，本件発明の課題が単に

タンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することに限定されると解す

ることはできない。 10 

イ 原告は，【００６１】には液状化粧品に含まれるオクチルドデカノール

及びスクアランの含有量が少なくてもよいことが記載されているから，本

件発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている旨を主張する。 

しかし，【００６１】には，第２のタンパク質抽出剤を「液状化粧品」

に使用した場合の各成分の含有量について，実際の使用態様において15 

「好適な量」よりも薄い濃度で使用することを許容する旨が記載されて

いるにすぎず，オクチルドデカノール及びスクアランを「好適な量」含

有しない濃度において，タンパク質を抽出する作用及び角栓除去作用を

奏することができるかについては，何ら記載も示唆もされていない。し

たがって，【００６１】の記載をもって，本件発明が本件明細書の発明の20 

詳細な説明に記載されたものであると認めることはできない。 

ウ 原告は，【００６１】には，水を含有する態様の第２のタンパク質抽出

剤（液状化粧品）において，炭化水素の配合量は水への溶解度以上の量で

あり，第２の高級アルコールの配合量は，炭化水素の体積に比し，１体

積％以上から２００体積％以下の範囲内の量であると記載されているとこ25 

ろ，炭化水素であるスクアランは水に溶けないから，スクアランがわずか
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でも含まれていればよいことが本件明細書の発明の詳細な説明に記載され

ている旨を主張する。 

しかし，【００６１】の直前の段落である【００６０】には，第２のタ

ンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合に，水を含有する態様

と含有しない態様とを区別することなく，炭化水素の配合量を定めるこ5 

とが記載されている。そして，これに続く【００６１】も，【００６０】

と同様，第２のタンパク質抽出剤を液状化粧品として使用する場合につ

いて説明したものであり，かつ，【００６０】の記載内容を排斥する記載

はない。そうすると，【００６１】は，【００６０】の記載のとおり，炭

化水素が全量の３体積％以上含まれていることを前提とした記載と解釈10 

するのが相当である。 

エ 原告は，本件明細書の実施例１３には，スクワランとオクチルドデカノ

ールが含まれる第２のタンパク質抽出剤Ａは，角栓のある皮膚に対する洗

浄効果，すなわち角栓除去効果が市販の石けんより高かったことが明らか

にされているから，その記載により当業者は本件発明の課題が解決できる15 

ことを認識できる旨を主張する。 

しかし，実施例１３には，角栓のある皮膚に対する洗浄効果の高さにつ

いての記載が存在するにとどまり，実際に毛穴に詰まった角栓が除去さ

れたことについては記載されていない。 

オ したがって，原告の前記アないしエの主張はいずれも採用することがで20 

きない。 

(7) 小括 

以上によれば，本件特許は特許法３６条６項１号に違反するものであり，

特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから（特許法１２３

条１項４号），原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない25 

（同法１０４条の３第１項）。 
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３ 結論 

よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求には理由がな

いから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 

 5 

    裁判長裁判官 

                               

                國  分  隆  文 

 

 10 

       裁判官 

                               

                小  川     暁 

 

 15 

       裁判官 

                               

                佐 々 木     亮 
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（別紙） 

被告製品目録 

 

クレンジングオイル 

 

製品名 「Ｂ．Ｃ．Ａ．Ｄ．クレンジングクリアオイルａ」 

 

全成分 リンゴ酸ジイソステアリル，パルミチン酸エチルヘキシル，トリ（カプ

リル酸／カプリン酸）グリセリル，トウモロコシ胚芽油，パルミチン酸イソプロ

ピル，ジオレイン酸ポリグリセリル－１０，ジカプリン酸ポリグリセリル－６，

オレイン酸ポリグリセリル－２，ジカプリリルエーテル，加水分解ユーグレナエ

キス，酵母エキス，ビフィズス菌培養溶解質，β－グルカン，ヒメフウロエキス，

クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体，アスコフィルムノドスム／ヒバマタ／

ヒジキ／トロロコンブ／レソニアニグレスセンス／ミツイシコンブ／リシリコン

ブ／ワカメエキス，メドウフォームエストリド，加水分解ローヤルゼリータンパ

ク，グリセリン，スクワラン，スフィンゴ糖脂質，ＤＰＧ，オクチルドデカノー

ル，ザクロ果実エキス，ローズマリー葉エキス，ペンチレングリコール，シイク

ワシャー果皮エキス，ガーデニアタイテンシス花エキス，ＢＧ，オリーブ果実油，

アボカド油，アーモンド油，ヤシ油，セイヨウハッカ油，ベルガモット果実油，

レモン果皮油，ローズマリー葉油，ヒマワリ種子油，水，トコフェロール，クエ

ン酸オレイン酸グリセリル，フェノキシエタノール 

以 上  


